








 

新生児用の必要ベッド数については Swyer(カナダ)による報告が約 10 年前に出され、これ

がよく引用されている。しかしながらその後の周産期学や新生児学の進歩及びその他の理

由によりこれが現在の日本に於て応用できないことは明らかである。その因子の一つはカ

ナダと日本の医療制度の違いによるものであると思われる。カナダに於いてはほとんどの

分娩は病院で行われる。しかも中心となる大病院で行われる。また、地方病院に於ける分

娩についても high risk pregnancy は大病院に送院されている。high risk neonate にし

ても新生児死亡が流産や死産として報告されることははとんどない。したがって治療対象

となる患児の数を把握しやすい。一方日本に於いては個人診療所に於ける分娩がかなりの

割合を占める。したがって新生児室への入院数は産科医の能力次第による。それぞれの産

科の医師は異った知識と意識をもっておりこれは又多くの因子によって影響され変化する

ものであり、我国に於ては新生児用の必要ベット数を算定するのが非常に困難なゆえんで

ある。 

 我々の施設は長崎県央地区の新生児医療の主施設としてほとんどの high risk neonate

を収容しているが過去 5 年間県央地区からの入院依頼を全部収容している。入院数は(表

1)に示すごとく昭和32 年開設以来徐々に増加してきたが、最近 5年間はあまり大きい変化

はない。分娩数は少しづつ下降ぎみではあるが約 6,000/年であまり大きな変化はない。 


